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2 複数意匠一括出願手続 
 

2.1 複数意匠一括出願手続：通常 

二つ以上の複数の意匠登録出願について、一つの願書で一括して提出するための複数意匠一括出

願手続の基本的な願書の作成方法です。 

＜意匠法施行規則様式第２の２＞ 

（オンライン手続の場合の手続書作成例） 

 

【書類名】      意匠登録願（複数） 
【整理番号】     ６３０－Ａ－３－Ａ 
【提出日】      令和○○年○○月○○日 
【あて先】      特許庁長官 殿 
【意匠登録出願人】 
  【識別番号】   ００００００００３ 
  【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－３－３ 
  【氏名又は名称】 意匠株式会社 
【代理人】 
  【識別番号】   １００００００２３ 
  【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－３－４ 
  【弁理士】 
  【氏名又は名称】 代理一郎 
  【電話番号】   ０３－３１２３－４５６７ 
【手数料の表示】 
  【予納台帳番号】 ０１２３４５ 
  【納付金額】   ３２０００ 
【意匠１】 
【整理番号】     ６３０－Ａ－３－Ａ１ 
【意匠に係る物品】  安全用スイッチ錠 
【意匠の創作をした者】 

【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－３－２ 
【氏名】     意匠一郎 

【提出物件の目録】 
【物件名】    図面      １ 

【意匠に係る物品の説明】この物品は・・・ 
【意匠の説明】背面図は・・・ 
【書類名】       図面 
【正面図】 
  イメージ 
【背面図】 
  イメージ 
【意匠２】 
【整理番号】     ６３０－Ａ－３－Ａ２ 
【意匠に係る物品】  おもちゃ 
【意匠の創作をした者】 

【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－３－２ 
【氏名】     意匠一郎 

【提出物件の目録】 
【物件名】    図面      １ 

【意匠に係る物品の説明】この物品は・・・ 
【意匠の説明】正面図は・・・ 
【書類名】       図面 
 【正面図】 
  イメージ 
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説明 2.1.1 記載項目の概要 

 複数意匠一括出願手続の願書に記録すべき項目は、共通項目（整理番号、意匠登録出願人、

代理人、秘密意匠、優先権主張、新規性喪失例外等）と意匠登録出願ごとに設けられる項目（意

匠番号、整理番号、意匠に係る物品、意匠の創作をした者、意匠に係る物品の説明、意匠の説

明及び図面等）からなります。その記録概要は、整理番号の欄、意匠番号の欄「【意匠〇】」以

外は、➔「説明 1.1.1 記録項目の概要」[p.3]と同様です。 

記 録 項 目  概 要  

【整理番号】（共通項目） ・ 一の複数意匠一括出願手続と他の意匠登録出願又は複数

意匠一括出願手続とで、区別がつくように任意に記録する

番号（記号）です。同日に２以上の複数意匠一括出願手続又

は意匠登録出願をする場合や、複数意匠一括出願手続の番

号が知れない場合の中間的な手続をするときなどを考慮し

て、意匠登録願（複数）の共通項目に記録してください。 

・ 字数は１０字以内であって、ローマ字（大文字に限る。）、

アラビア数字もしくは「－」（負記号）又はそれらの組み合

わせからなる記号でなければなりません。 

【整理番号】（意匠登録出願

ごとに設けられる項目） 

・ 複数意匠一括出願手続に含まれる一の意匠登録出願と他

の意匠登録出願とで、区別がつくように、意匠番号の欄の次

に、任意に記録する番号（記号）です。複数意匠一括出願手

続において関連意匠の意匠登録出願に係る本意匠の意匠登

録出願を含む場合などを考慮して、意匠登録出願ごとに設

けられる項目に記録してください。 

・ 字数は１０字以内であって、ローマ字（大文字に限る。）、

アラビア数字もしくは「－」（負記号）又はそれらの組み合

わせからなる記号でなければなりません。 

【意匠〇】（意匠登録出願ご

とに設けられる項目） 

・ 意匠番号の欄には、１、２、３（最大１００）の順に連続す

る番号を記載してください。 

 

 

説明 2.1.2 記載項目及び記載内容の注意点 

複数意匠一括出願手続は、同一の出願人の手続で２以上１００以下の出願を一括に行う手続

です。分割出願、変更出願及び補正却下決定後の新出願又は国際意匠登録出願を複数意匠一括

出願手続に含めることはできません。願書作成上の注意点は、➔「説明 1.1.2 記録項目及び

記録内容の注意点」[p.8]と同様です。 

 

  



2．複数意匠一括出願手続 

31 

 

2.2 複数意匠一括出願手続：物品等の部分について意匠登録を受け

よう とする意匠登録出願 

物品、建築物又は画像の部分について意匠登録を受けようとする出願を含む二つ以上の複数

の意匠登録出願について、一つの願書で一括して提出する複数意匠一括出願手続の願書の作

成方法です。 

 

（オンライン手続の場合の願書作成例） 

【書類名】      意匠登録願（複数） 
【整理番号】     ６３０－Ａ－３－Ｃ 
【提出日】      令和○○年○○月○○日 
【あて先】      特許庁長官 殿 
【意匠登録出願人】 
  【識別番号】   ００００００００３ 
  【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－３－３ 
  【氏名又は名称】 意匠株式会社 
【代理人】 
  【識別番号】   １００００００２３ 
  【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－３－４ 
  【弁理士】 
  【氏名又は名称】 代理一郎 
  【電話番号】   ０３－３１２３－４５６７ 
【手数料の表示】 
  【予納台帳番号】 ０１２３４５ 
  【納付金額】   ３２０００ 
【意匠１】 
【整理番号】     ６３０－Ａ－３－Ｃ１ 
【意匠に係る物品】  安全用スイッチ錠 
【意匠の創作をした者】 

【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－３－２ 
【氏名】     意匠一郎 

【提出物件の目録】 
【物件名】    図面      １ 

【意匠に係る物品の説明】この物品は・・・ 
【意匠の説明】・・・実線で表した部分が、意匠登録を受け
ようとする部分である。 
【書類名】       図面 
【正面図】 
  イメージ 
【背面図】 
  イメージ 
【意匠２】 
【整理番号】     ６３０－Ａ－３－Ｃ２ 
【意匠に係る物品】  おもちゃ 
【意匠の創作をした者】 

【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－３－２ 
【氏名】     意匠一郎 

【提出物件の目録】 
【物件名】    図面      １ 

【意匠に係る物品の説明】この物品は・・・ 
【意匠の説明】正面図は・・・ 
【書類名】       図面 
 【正面図】 
  イメージ 
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説明 2.2.1 記録項目の概要 

複数意匠一括出願手続に含まれる意匠登録出願ごとに設けられる項目において、「【意匠の説 

明】」（意匠登録出願ごとに設けられる項目）の欄に意匠登録を受けようとする部分を特定する 

旨を記録する以外は、➔「説明 1.1.1 記録項目の概要」[p.3] 、「説明 1.3.1 記録項目の概

要」[p.12]と基本的に同様です。 

 

説明 2.2.2 記録項目及び記録内容の注意点 

 願書作成上の注意点は、➔「説明 1.1.2 記録項目及び記録内容の注意点」[p.8]と同様で

す。 
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2.3 複数意匠一括出願手続：関連意匠の意匠登録出願 

関連意匠の出願を含む二つ以上の複数の意匠登録出願について、一つの願書で一括して提出

する複数意匠一括出願手続の願書の作成方法です。 

 

（オンライン手続の場合の願書作成例） 

  

【書類名】      意匠登録願（複数） 
【整理番号】     ６３０－Ａ－３－Ｄ 
【提出日】      令和○○年○○月○○日 
【あて先】      特許庁長官 殿 
【意匠登録出願人】 
  【識別番号】   ００００００００３ 
  【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－３－３ 
  【氏名又は名称】 意匠株式会社 
【代理人】 
  【識別番号】   １００００００２３ 
  【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－３－４ 
  【弁理士】 
  【氏名又は名称】 代理一郎 
  【電話番号】   ０３－３１２３－４５６７ 
【手数料の表示】 
  【予納台帳番号】 ０１２３４５ 
  【納付金額】   ３２０００ 
【意匠１】 
【整理番号】          ６３０－Ａ－３－Ｄ１ 
【本意匠の表示】 
【出願番号】     意願２０２１－０７９９９９ 
【意匠に係る物品】    おもちゃ 
【意匠の創作をした者】 

【住所又は居所】  東京都千代田区霞が関３－３－２ 
【氏名】     意匠一郎 

【提出物件の目録】 
【物件名】    図面      １ 

【意匠に係る物品の説明】この物品は・・・ 
【意匠の説明】背面図は・・・ 
【書類名】       図面 
【正面図 
  イメージ 
【背面図】 
  イメージ 
【意匠２】 
【整理番号】          ６３０－Ａ－３－Ｄ２ 
【本意匠の表示】 

【整理番号】      ６３０－Ａ－３－Ｄ１ 
【意匠に係る物品】    おもちゃ 
【意匠の創作をした者】 

【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－３－２ 
【氏名】     意匠一郎 

【提出物件の目録】 
【物件名】    図面      １ 

【意匠に係る物品の説明】この物品は・・・ 
【意匠の説明】正面図は・・・ 
【書類名】       図面 
 【正面図】 
  イメージ 
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説明 2.3.1 記録項目の概要 

「【本意匠の表示】」（意匠登録出願ごとに設けられる項目）の欄以外は、➔「説明 1.1.1 記

録項目の概要」[p.3]と同様です。 

 

記 録 項 目  概 要  

【本意匠の表示】 

  【出願番号】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本意匠の表示】 

  【登録番号】 

 

 

 

 

 

 

 

【本意匠の表示】 

  【出願日】 

  【整理番号】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本意匠の表示】 

  【整理番号】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本意匠の表示】 

  【出願番号】 

  【整理番号】 

 

 

 

 

 

 

（例：出願番号が通知されているとき） 

・ 本意匠の意匠登録出願の出願番号が通知されているときは、【あて

先】の欄の次に【本意匠の表示】の欄を設け、次のように【出願番号】

の欄を設けて本意匠の意匠登録出願の番号を記録します。【出願日】

及び【整理番号】の欄を設ける必要はありません。 

 

【本意匠の表示】 

  【出願番号】 意願○○○○－○○○○○○ 

 

（例：登録番号を知ったとき） 

・ 本意匠の意匠登録の番号を知ったときは、【出願番号】の欄に代

えて【登録番号】の欄を設け、次のように本意匠の意匠登録の番号

を記録することができます。【出願日】及び【整理番号】並びに【出

願番号】の欄を設ける必要はありません。 

 

【本意匠の表示】 

 【登録番号】 意匠登録第○○○○○○○号 

 

（例：出願番号が通知されていないとき） 

・ 本意匠の意匠登録出願の出願番号が通知されていないときは、【本

意匠の表示】の欄に【出願日】の欄を設け、本意匠の意匠登録出願の

提出日を出願日として「令和○○年○○月○○日提出の意匠登録願」

と記録し、【整理番号】には、本意匠の意匠登録出願の願書に記録し

た整理番号を記録してください。 

 

【本意匠の表示】 

  【出願日】 令和○○年○○月○○日提出の意匠登録願 

 【整理番号】Ａ－３－ＡＮ 

 

（例：本意匠が同じ複数意匠一括出願手続により一括してされる意

匠登録出願に含まれる意匠の場合） 

・本意匠が同じ複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録

出願に含まれる意匠であるときは、【本意匠の表示】の欄に【整理番

号】を設けて本意匠の意匠番号の次に記録した整理番号を記録しま

す。【出願番号】及び【出願日】の欄を設ける必要はありません。 

 

【本意匠の表示】 

 【整理番号】６３０－Ａ－３－Ｄ１ 

 

（例：本意匠が他の複数意匠一括出願手続により一括してされる意

匠登録出願に含まれる意匠であって、本意匠の含まれる複数意匠一

括出願手続の番号が通知後、かつ、本意匠の出願番号が通知前であ

るとき） 

・【出願番号】の欄には複数意匠一括出願手続の番号を記録し、【整

理番号】の欄には複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号の

次に記録した整理番号を記録します。 
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【本意匠の表示】 

  【出願日】 

  【整理番号】 

【その他】 

 

 

 

 

 【本意匠の表示】 

  【出願番号】 意願○○○○－３○○○○○ 

  【整理番号】 ６３０－Ａ－３－Ｄ１ 

 

（例：出願番号が通知されていないとき（本意匠の意匠登録出願が他

の複数意匠一括出願手続の場合）） 

・本意匠の意匠登録出願が他の複数意匠一括出願手続である場合は、

【出願日】の欄に「令和〇〇年○○月〇〇日提出の意匠登録願（複数）」

と記録し、【整理番号】の欄には当該他の複数意匠一括出願手続におい

て本意匠の意匠番号の次に記録した整理番号を記録し、【手数料の表示】

の欄の次に【その他】の欄を設けて、「本意匠が含まれる複数意匠一括

出願手続の整理番号〇〇〇〇」のように本意匠が含まれる複数意匠一括

出願手続の【書類名】の欄の次の【整理番号】を記録してください。 

 

 【本意匠の表示】 

  【出願日】令和〇〇年〇〇月〇〇日提出の意匠登録願（複数） 

  【整理番号】A－３－AN 

       －省略－ 

  【その他】本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の整理番号６３

０－A－３－D１ 

 

（例：出願番号が通知されていないとき（本意匠の意匠登録出願が

国際意匠登録出願の場合）） 

・ 本意匠の意匠登録出願が国際意匠登録出願である場合は、【出願

日】の欄に「令和○○年○○月○○日提出の意匠登録願」と記録し、

【整理番号】の欄には「－」のようにハイフンを記録し、【手数料の

表示】の欄の次に【その他】の欄を設け、「国際登録番号ＤＭ／○○

○○○○、意匠番号○○○」のように本意匠の国際登録の番号と意匠

の番号を記録してください。 

 

【本意匠の表示】 

  【出願日】 令和○○年○○月○○日提出の意匠登録願 

  【整理番号】－ 

           － 省略 － 

【その他】国際登録番号ＤＭ／○○○○○○、意匠番号○○○ 

 

 

説明 2.3.2 記録項目及び記録内容の注意点 

 願書作成上の注意点は、➔「説明 1.1.2 記録項目及び記録内容の注意点」[p.8]と同様で

す。 
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説明 2.3.3 関連意匠として意匠登録を受けることができる意匠登録出願 

 関連意匠として意匠登録を受けるためには、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登

録意匠のうち一の意匠を「本意匠」として選択します。 

関連意匠を「本意匠」として選択し、関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠とすることもで

きます。 

連鎖する関連意匠群の最初に「本意匠」として選択されたものを「基礎意匠」といいます。 

願書の【本意匠の表示】の欄に記載するのは「本意匠」であり、「基礎意匠」ではありませ

ん。 

関連意匠として意匠登録を受けるためには、以下の全ての要件を満たしている必要がありま

す。 

（１）本意匠と同一の意匠登録出願人による意匠登録出願であること 

（２）本意匠に類似する意匠に係る意匠登録出願であること 

（３）基礎意匠の意匠登録出願の日（優先権主張の効果が認められる場合は優先日）以後１０

年を経過する日前に出願された意匠登録出願であること 
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2.4 複数意匠一括出願手続：秘密意匠の意匠登録出願 

意匠法第１４条に規定する秘密意匠に係る二つ以上の複数の意匠登録出願について、一つの

願書で一括して提出する複数意匠一括出願手続の願書の作成方法です。 

 なお、第１年分の意匠登録料の納付と同時の秘密意匠請求については、➔「15 意匠登録料

納付書と同時の秘密意匠請求」[p.147]を参照してください。 

 

（オンライン手続の場合の願書作成例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【書類名】      意匠登録願（複数） 
【整理番号】     ６３０－Ａ－３－Ｅ 
【提出日】      令和○○年○○月○○日 
【あて先】      特許庁長官 殿 
【意匠登録出願人】 
  【識別番号】   ００００００００３ 
  【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－３－３ 
  【氏名又は名称】 意匠株式会社 
【代理人】 
  【識別番号】   １００００００２３ 
  【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－３－４ 
  【弁理士】 
  【氏名又は名称】 代理一郎 
  【電話番号】   ０３－３１２３－４５６７ 
【秘密にすることを請求する期間】 ３年 
【手数料の表示】 
  【予納台帳番号】 ０１２３４５ 
  【納付金額】   ４２２００ 
【意匠１】 
【整理番号】     ６３０－Ａ－３－Ｅ１ 
【意匠に係る物品】  安全用スイッチ錠 
【意匠の創作をした者】 

【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－３－２ 
【氏名】     意匠一郎 

【提出物件の目録】 
【物件名】    図面      １ 

【意匠に係る物品の説明】この物品は・・・ 
【意匠の説明】背面図は・・・ 
【書類名】       図面 
【正面図】 
  イメージ 
【背面図】 
  イメージ 
【意匠２】 
【整理番号】     ６３０－Ａ－３－Ｅ２ 
【意匠に係る物品】  おもちゃ 
【意匠の創作をした者】 

【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－３－２ 
【氏名】     意匠一郎 

【提出物件の目録】 
【物件名】    図面      １ 

【意匠に係る物品の説明】この物品は・・・ 
【意匠の説明】正面図は・・・ 
【書類名】       図面 
 【正面図】 
  イメージ 
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説明 2.4.1 記録項目の概要 

 「【秘密にすることを請求する期間】」（共通項目）の欄以外は、➔「説明 1.1.1 記録項目の概要」

[p.3]と同様です。 

 

記 録 項 目  概 要  

【秘密にすることを請求す

る期間】 

 

 

・願書の共通項目の【代理人】の欄（代理人がないときは【意匠

登録出願人】の欄）の次に【秘密にすることを請求する期間】

の欄を設け、秘密にすることを請求する期間（３年以内）を、

年又は月の単位で記録してください。  

 

説明 2.4.2 記録項目及び記録内容の注意点 

 願書作成上の注意点は、➔「説明 1.1.2 記録項目及び記録内容の注意点」[p.8]と同様で

す。 
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2.5 複数意匠一括出願手続：優先権の主張を伴う意匠登録出願 

パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権の主張に係る二つ以上の複数の意匠

登録出願について、一つの願書で一括して提出する複数意匠一括出願手続の願書の作成方法

です。 

 

（オンライン手続の場合の願書作成例） 

【書類名】      意匠登録願（複数） 
【整理番号】     ６３０－Ａ－３－Ｆ 
【提出日】      令和○○年○○月○○日 
【あて先】      特許庁長官 殿 
【意匠登録出願人】 
  【識別番号】   ００００００００３ 
  【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－３－３ 
  【氏名又は名称】 意匠株式会社 
【代理人】 
  【識別番号】   １００００００２３ 
  【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－３－４ 
  【弁理士】 
  【氏名又は名称】 代理一郎 
  【電話番号】   ０３－３１２３－４５６７ 
【パリ条約による優先権等の主張】  

  【国・地域名】  カナダ 

  【出願日】    ２０○○年○○月○○日 

  【出願番号】   ＣＡ１２３４５６７８９０ 

【手数料の表示】 
  【予納台帳番号】 ０１２３４５ 
  【納付金額】   ３２０００ 
【意匠１】 
【整理番号】     ６３０－Ａ－３－Ｆ１ 
【意匠に係る物品】  安全用スイッチ錠 
【意匠の創作をした者】 

【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－３－２ 
【氏名】     意匠一郎 

【提出物件の目録】 
【物件名】    図面      １ 

【意匠に係る物品の説明】この物品は・・・ 
【意匠の説明】背面図は・・・ 
【書類名】       図面 
【正面図】 
  イメージ 
【背面図】 
  イメージ 
【意匠２】 
【整理番号】     ６３０－Ａ－３－Ｆ２ 
【意匠に係る物品】  おもちゃ 
【意匠の創作をした者】 

【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－３－２ 
【氏名】     意匠一郎 

【提出物件の目録】 
【物件名】    図面      １ 

【意匠に係る物品の説明】この物品は・・・ 
【意匠の説明】正面図は・・・ 
【書類名】       図面 
 【正面図】 
  イメージ 
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説明 2.5.1 記録項目の概要 

 

「【パリ条約による優先権等の主張】」（共通項目）の欄以外は、➔「説明 1.1.1 記録項目の

概要」[p.3]と同様です。 

記 録 項 目  概 要  

【パリ条約による優先権等の主張】  

  【国・地域名】 

  【出願日】 

  【出願番号】 

  （【出願の区分】） 

  （【アクセスコード】） 

  （【優先権証明書提供国（機関）】） 

・ 願書の共通項目の【代理人】の欄（代理人がないときは【意匠

登録出願人】の欄）の次に【パリ条約による優先権等の主張】の

欄を設けて、優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国・地

域名、出願日及び出願番号が判明しているときは出願番号を記

録してください。 

・ ２以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を

繰り返し設けて記録してください。 

【パリ条約による優先権等の主張】 

  【国・地域名】 

  【出願日】 

  【出願番号】 

  （【出願の区分】） 

  （【アクセスコード】） 

  （【優先権証明書提供国（機関）】） 

【パリ条約による優先権等の主張】 

  【国・地域名】 

  【出願日】 

  【出願番号】 

  （【出願の区分】） 

  （【アクセスコード】） 

  （【優先権証明書提供国（機関）】） 

・ DAS を利用した優先権書類の電子的交換により優先権書類の

提出を省略するときは、「【出願の区分】」及び「【アクセスコー

ド】」の欄を設け、それぞれ、優先権主張の基礎とした出願の区

分（「特許」、「実用新案登録」、「意匠登録」）及び優先権証明書を

電磁的方法により提供するためのアクセスコードを記載し、そ

の次に「【優先権証明書提供国（機関）】」を設けて「世界知的所

有権機関」と記録してください。 

＊ 【秘密にすることを請求する期間】の欄を設けたとき 

  は、この欄の次に【パリ条約による優先権等の主張】 

  の欄を設けます。 

 ➔「2.4 複数意匠一括出願手続：秘密意匠の意匠登録出願」

[p.37] 

 

説明 2.5.2 記録項目及び記録内容の注意点 

 パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張する場合に提出が必要となる

「優先権証明書類等」は書面又は電子特殊申請の手続により、「優先権証明書提出書」に添付

して複数意匠一括出願手続の日から３月以内に提出してください（意匠法施行規則第１５条第

１項で準用する特許法施行規則第２７条の３の３に規定する様式第３６）。 

 また、上記の期間内に優先権証明書類等の提出がない場合は、その旨の通知を送付します（意

匠法第１５条第１項で準用する特許法第４３条第６項）。通知を受けた者は、通知から２月以

内に限り優先権証明書類等を提出することができます（意匠法第１５条第１項で準用する特許

法第４３条第７項）。 
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 世界知的所有権機関（WIPO）のデジタルアクセスサービス（DAS）を利用して、第一庁で

ある外国特許庁／機関から優先権証明書の電子データを取得するよう、日本国特許庁に対して

請求することができる場合があります。当該手続により、日本国特許庁に対する優先権証明書

類等の提出を省略することができます。DAS 利用が可能な庁／機関、アクセスコードの取得

方法など、詳細は以下 HP をご覧ください。 

 

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/yusen/das/index.html 

 

その他の項目は➔「説明 1.1.2 記録項目及び記録内容の注意点」[p.8]と同様です。 

 

（優先権証明書提出書の作成例） 

 

 

 【書類名】       優先権証明書提出書 

  【提出日】       令和○○年○○月○○日 

 【あて先】       特許庁長官 殿 

 【事件の表示】    

   【出願番号】    意願○○○○－３○○○○○ 

 【提出者】 

   【識別番号】    ００００００００３ 

   【住所又は居所】  東京都千代田区霞が関３－３－３ 

   【氏名又は名称】  意匠株式会社 

 【代理人】 

   【識別番号】    １００００００２３ 

   【住所又は居所】  東京都千代田区霞が関３－３－４ 

   【氏名又は名称】  代理一郎      

 （【最初の出願の表示】） 

   （【国・地域名】） 

   （【出願日】） 

   （【出願番号】） 

 【提出物件の目録】 

   【物件名】  優先権証明書       １ 

   【物件名】 （              ） 

 

 

 

 

 

注１） 【事件の表示】の【出願番号】の欄には、複数意匠一括出願手続の番号を記載してください。 

 

 

 

 

 

  

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/yusen/das/index.html
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2.6 複数意匠一括出願手続：新規性の喪失の例外の規定の適用を受

けようとする意匠登録出願 

意匠法第４条第２項に規定する意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする二つ以上

の複数の意匠登録出願について、一つの願書で一括して提出する複数意匠一括出願手続の願書の作

成方法です。 

 

（オンライン手続の場合の願書作成例） 

【書類名】      意匠登録願（複数） 
【整理番号】     ６３０－Ａ－３－Ｇ 
【特記事項】     意匠法第４条第２項の規定の適用を受けようとする意匠登録出願 
【提出日】      令和○○年○○月○○日 
【あて先】      特許庁長官 殿 
【意匠登録出願人】 
  【識別番号】   ００００００００３ 
  【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－３－３ 
  【氏名又は名称】 意匠株式会社 
【代理人】 
  【識別番号】   １００００００２３ 
  【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－３－４ 
  【弁理士】 
  【氏名又は名称】 代理一郎 
  【電話番号】   ０３－３１２３－４５６７ 
【手数料の表示】 
  【予納台帳番号】 ０１２３４５ 
  【納付金額】   ３２０００ 
【意匠１】 
【整理番号】     ６３０－Ａ－３－Ｇ１ 
【意匠に係る物品】  安全用スイッチ錠 
【意匠の創作をした者】 

【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－３－２ 
【氏名】     意匠一郎 

【提出物件の目録】 
【物件名】    図面      １ 

【意匠に係る物品の説明】この物品は・・・ 
【意匠の説明】背面図は・・・ 
【書類名】       図面 
【正面図】 
  イメージ 
【背面図】 
  イメージ 
【意匠２】 
【整理番号】     ６３０－Ａ－３－Ｇ２ 
【意匠に係る物品】  おもちゃ 
【意匠の創作をした者】 

【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－３－２ 
【氏名】     意匠一郎 

【提出物件の目録】 
【物件名】    図面      １ 

【意匠に係る物品の説明】この物品は・・・ 
【意匠の説明】正面図は・・・ 
【書類名】       図面 
 【正面図】 
  イメージ 
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説明 2.6.1 記録項目の概要 

     「【特記事項】」（共通項目）の欄以外は、➔「説明 1.1.1 記録項目の概要」[p.3]と同様です。 

 

記 録 項 目  概 要  

【特記事項】 

 

・ 願書の共通項目の【整理番号】の欄（整理番号を記録

しないときは【書類名】の欄）の次に【特記事項】の欄

を設け、「意匠法第４条第２項の規定の適用を受けよう

とする意匠登録出願」と記録してください。  

 

説明 2.6.2 記録項目及び記録内容の注意点 

 意匠法第４条第２項に規定する意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする

場合に提出が必要となる「意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書」は

書面又は電子特殊申請の手続により、「新規性の喪失の例外証明書提出書」に添付して複数意

匠一括出願手続の日から３０日以内に提出してください。 

＜意匠法施行規則様式第１＞ 

 

その他の項目は➔「説明 1.1.2 記録項目及び記録内容の注意点」[p.8]と同様です。 

 

（新規性の喪失の例外証明書提出書の作成例） 

 

 

 【書類名】   新規性の喪失の例外証明書提出書 

 【整理番号】  Ａ－３－Ａ４２ 

  【提出日】   令和○○年○○月○○日 

 【あて先】   特許庁長官 殿 

 【事件の表示】 

   【出願番号】  意願○○○○－３○○○○○ 

 【提出者】 

   【識別番号】   ００００００００３ 

   【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－３－３ 

   【氏名又は名称】 意匠株式会社 

 【代理人】 

   【識別番号】   １００００００２３ 

   【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－３－４ 

   【氏名又は名称】 代理一郎    

 【提出物件の目録】 

   【物件名】 意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を 

         受けるための証明書       １ 

 

 

注１） 【事件の表示】の【出願番号】の欄には、複数意匠一括出願手続の番号を記載してください。 
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2.7 複数意匠一括出願手続：書面で出願する場合の注意事項 

説明 2.7.1 記載項目の概要 

      複数意匠一括出願手続を書面の提出により行う場合の願書に記載すべき主な項目の概要は、

➔「説明 1.7.1 記載項目の概要」[p.24]、「説明 2.1.1 記載項目の概要」及びそれぞれの願書

記載項目の説明（「説明 2.2.1 記録項目の概要[p.32]、「説明 2.3.1 記録項目の概要[p.34]、

「説明 2.4.1 記録項目の概要」[p.38]、「説明 2.5.1 記録項目の概要」[p.40]、「説明 2.6.1 

記録項目の概要」[p.43]」と同様です。 

 

説明 2.7.2 記載項目及び記載内容の注意点 

      願書作成上の注意点は、「説明 1.7.2 記載項目及び記載内容の注意点」[p.28]、「説明 2.1.2 

記載項目及び記載内容の注意点」及びそれぞれの注意点の説明（「説明 2.2.2 記録項目及び記

録内容の注意点」[p.32]、「説明 2.3.2 記録項目及び記録内容の注意点」[p.35]、「説明 2.4.2 

記録項目及び記録内容の注意点」[p.38]、「説明 2.5.2 記録項目及び記録内容の注意点」[p.40]、

「説明 2.6.2 記録項目及び記録内容の注意点」[p.43]）と同様です。 




